
みんなの健康・体力づくりを応援します

西日本パッケージング
2025

第52号

3

ホームページを活用ください！

届出・請求書のダウンロード お手元のプリンターから必要な書類を取り出すことができます。ぜひご活用ください！

https://packagingkenpo.jp/https://packagingkenpo.jp/

発行／西日本パッケージング健康保険組合　〒540‐0003大阪市中央区森ノ宮中央一丁目十六番十六号（大阪紙器会館五階）
（06）6941-4635（代表）　　　（06）6944-0514 

西日本パッケージング健康保険組合

チャレンジ・ウォーキングチャレンジ・ウォーキング…11
42第 回

令和7年度予算…2

令和7年度の
　保健事業…4

健康経営優良法人2025
 …10

公 告

…８

健康保険を使うときは、
正しくかかりましょう！…6



収　　　入（千円）
保 険 料 3,395,984
基 本 保 険 料 1,828 , 739
特 定 保 険 料 1,567 , 245

調 整 保 険 料 43,086
準備金限度外部分繰入 450,000
出 産 育 児 交 付 金 900
高 額 医 療 交 付 金 4,400
施 設 利 用 料 13,000
そ の 他 20,894

合　　　　計 3,928,264

支　　　出（千円）
保 険 給 付 費 1,886,859
納 付 金 1,567,230
前期高齢者納付金 768 ,252

後期高齢者支援金 798 ,976

そ の 他 2

保 健 事 業 費 191,381
財政調整事業拠出金 43,086
事 務 費 127,684
そ の 他 33,780
予 備 費 78,244

合　　　　計 3,928,264

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

介護保険料
328,727千円

介護納付金
340,097千円

予備費 3,509千円

保険給付費
275,857円
保険料収入の
56%

納付金
229,127円
保険料収入の
46％

保険料
496,489円

準備金繰入
65,789円

雑収入 79千円

繰入金 20,000千円

収　入 支　出

積立金 5,000千円
還付金 200千円

調整保険料 6,299円
その他 5,731円

その他29,905円

予備費11,439円

保健事業費27,980円

収入合計
348,806千円

支出合計
348,806千円
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保険料　毎月の給与とボーナスか
ら納めていただく健保組合の主要財
源です。「基本保険料」は皆さまの
医療費などに使われ、「特定保険料」
は高齢者の医療費を支えるために使
われます。

● 　健康保険分　 ●

● 　介護保険分　 ●

令和７年度　収入支出予算概要
被保険者一人当たりで見ると

納付金　65歳～74歳の人が対象の
前期高齢者医療制度への納付金と
75歳以上の人が対象の後期高齢者
医療に対する支援金などです。

保険給付費　医療費の給付や出産、
死亡時の手当金の給付などをするた
めの費用です。

介護保険料　40歳～64歳の被保険
者が負担している介護保険の保険料
です。

介護納付金　市区町村に介護保険
の財源として配分するために健保組
合が負担する納付金です。

経常収入合計 3,430,271 千円 − 経常支出合計 3,779,287 千円 ＝ 経常収支差引額 ▲ 349,016 千円

　
西
日
本
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ン
グ
健
康
保
険
組
合
の
令
和
７
年
度
の
予
算
案
が
、
去
る
２
月
21
日
の

第
１
５
８
回
組
合
会
に
お
い
て
可
決
承
認
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
そ
の
概
要
を
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

当
健
康
保
険
組
合
の
令
和
７
年
度
の
予
算
総
額
は
、
39
億
２

８
２
６
万
円
と
な
り
、
経
常
収
支
で
は
、
３
億
４
９
０
２
万
円

の
赤
字
を
計
上
し
ま
し
た
。

賃
金
上
昇
等
に
よ
り
、
保
険
料
収
入
は
前
年
度
決
算
見
込
み

並
み
と
し
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
支
出
面
で
は
保
険
給
付

費
が
増
加
傾
向
に
あ
り
、特
に
前
期
高
齢
者
（
64
歳
か
ら
74
歳
）

の
医
療
費
が
増
加
し
て
、
令
和
５
年
度
の
前
期
高
齢
者
納
付
金

の
概
算
払
い
の
不
足
分
１
億
４
０
０
０
万
円
を
当
年
度
に
精
算

額
と
し
支
払
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
団
塊
の
世
代
が

す
べ
て
後
期
高
齢
者
（
75
歳
以
上
）
と
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、

高
齢
者
医
療
費
が
前
年
度
予
算
比
９
１
１
５
万
円
の
増
加
と
な

り
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
保
険
料
収
入
の
伸
び
を
義
務
的
経
費
（
保
険
給

付
費
お
よ
び
高
齢
者
医
療
へ
の
拠
出
金
）
の
増
加
が
上
回
り
、

赤
字
予
算
を
計
上
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
な
お
、
高
齢
者

医
療
へ
の
拠
出
金
は
、
保
険
料
収
入
の
46
％
を
超
え
る
水
準
に

達
し
て
お
り
、
健
保
財
政
を
圧
迫
す
る
大
き
な
要
因
と
な
っ
て

お
り
ま
す
。

さ
て
、
昨
年
の
国
内
出
生
数
は
70
万
人
を
割
り
込
み
、
過
去

最
低
を
更
新
す
る
見
込
み
と
な
り
ま
し
た
。
一
方
で
、
高
齢
者

人
口
は
団
塊
ジ
ュ
ニ
ア
世
代
が
65
歳
以
上
と
な
る
２
０
４
０
年

に
向
け
、
さ
ら
な
る
増
加
が
予
測
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
人
口
構
成
の
変
化
を
受
け
、政
府
は
「
給
付
は
高
齢
者
中
心
、

負
担
は
現
役
世
代
中
心
」
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
構
造
か
ら
、
年

齢
に
関
わ
り
な
く
す
べ
て
の
世
代
が
能
力
に
応
じ
て
支
え
合
う

持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
へ
の
転
換
を
目
指
し
、
さ
ま
ざ
ま

な
改
革
を
検
討
し
て
い
ま
す
。
そ
の
一
つ
と
し
て
、
今
夏
か
ら

高
額
療
養
費
制
度
の
見
直
し
が
段
階
的
に
実
施
さ
れ
る
予
定
で

す
。
自
己
負
担
限
度
額
の
引
き
上
げ
や
所
得
区
分
の
細
分
化
に

よ
り
現
役
世
代
の
負
担
軽
減
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

昨
年
12
月
２
日
よ
り
健
康
保
険
証
の
新
規
発
行
が
終
了
し
、

医
療
機
関
等
へ
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
保
険
証
利
用
登
録

し
た
「
マ
イ
ナ
保
険
証
」
で
受
診
す
る
こ
と
が
基
本
と
な
り
ま

し
た
。
マ
イ
ナ
保
険
証
に
は
、
デ
ー
タ
に
基
づ
く
質
の
高
い
医

療
の
提
供
や
、
手
続
き
な
し
で
高
額
療
養
費
の
限
度
額
を
超
え

る
支
払
が
免
除
さ
れ
る
な
ど
、
高
い
利
便
性
が
あ
り
ま
す
。
従

来
の
保
険
証
に
つ
い
て
も
今
年
12
月
１
日
ま
で
は
利
用
可
能
で

す
が
、
マ
イ
ナ
保
険
証
を
未
取
得
の
方
は
、
お
早
め
に
手
続
き

●一般保険料率は据え置き、介護保険料率は引き上げ
　一般保険料率は10.4％で据え置き、介護保険料率は1.6％から1.64
％へ引き上げます。保険料の不足は、準備金の繰り入れで補います。
●医療費の急増と高齢者医療への拠出金が健保財政を圧迫
保険給付費は、18億8685万円で、保険料収入の56％、高齢者医療

への拠出金（納付金）は、15億6723万円で保険料収入の46％を占め
ます。
●効率的な保健事業で医療費の削減を目指す
第３期データヘルス計画に沿って効率的な保健事業で健康の保持増

進を推進します。また、事業所とのコラボヘルスを推進します。PepUp
を活用して、健康の維持・増進に向けた取り組みを推進します。

義
務
的
経
費
の
増
加
に
よ
り
厳
し
い
健
保
財
政

効
率
的
な
保
健
事
業
の
実
施
と

医
療
費
適
正
化
を
目
指
し
ま
す

令
和
７
年
度
　
予
算
の
お
知
ら
せ

い
た
だ
け
ま
す
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。

当
健
保
組
合
は
、
第
３
期
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
に
基
づ
き
、

特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
の
受
診
勧
奨
と
被
扶
養
者
の
皆
さ

ま
へ
の
効
果
的
・
効
率
的
な
疾
病
予
防
事
業
を
進
め
て
ま
い
り

ま
す
。
併
せ
て
、
事
業
主
と
の
コ
ラ
ボ
ヘ
ル
ス
や
Ｉ
Ｃ
Ｔ
ツ
ー
ル

で
あ
る
「ｐ
ｅ
ｐ
Ｕｐ
」
の
活
用
な
ど
を
通
じ
て
、
よ
り
い
っ
そ

う
、
皆
さ
ま
の
健
康
保
持
・
増
進
に
向
け
た
効
果
的
・
効
率
的

な
保
健
事
業
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。
ま
た
、
同
時
に
、

医
療
費
適
正
化
や
事
業
運
営
に
か
か
わ
る
経
費
削
減
に
も
積
極

的
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。
皆
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、

当
健
保
組
合
の
保
健
事
業
の
積
極
的
な
活
用
に
よ
り
健
康
管
理

に
努
め
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
引
き
続
き
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬

品
の
利
用
や
医
療
機
関
へ
の
適
正
な
受
診
を
通
し
て
、
医
療
費

の
節
減
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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●年間とは年度中（令和7年度中）令和7年4月1日～令和8年3月31日
●対象年齢は、令和8年3月31日までに対象年齢に達する方

●自己負担は「3,000円」（補助金は、上限「25,000円」）（年間1回） 
●契約機関での受診、または当健康保険組合が認めた健診機関
※当健康保険組合のホームページで健診機関をご案内しておりま
す。
被扶養者対象に、京都工場保健会（7月～2月）、東振協C1（10月～12
月）の巡回健診を後日ご案内します。この健診は、健診会場が全国各
地にあり、「婦人科検診」がセットのうえに、自己負担が「3,000円」と
たいへんお得な料金で受けられます。

●補助金は、上限「25,000円」（年間1回）
●契約機関での受診、または当健康保険組合が
認めた健診機関

簡易成人病健診と人間ドック及び特定健診など健康診断の重複受診はできませんのでご注意ください。

健康診断を重複受診された場合及び資格喪失後に受診された場合は実費を請求させていただきますの
でくれぐれもご注意ください。

●子宮がん検診は、上限「3,000円」（年間1回）の補助
●乳がん検診は、上限「5,000円」（年間1回）の補助
●検査項目
・子宮がん：頚部細胞診
・乳がん：エコー、またはマンモグラフィ（視触診）
※上記の検査項目以外の検診には、補助いたしません
　（例えば「子宮がん検診のエコー」など）
●なお、当健康保険組合が契約している健診機関での受診の場合は、全額補助となります
簡易成人病健診、人間ドック、大阪がん循環器病予防センター、京都工場保健会の巡回健診、
東振協の巡回健診、各事業所への巡回健診、郵送子宮がん検診など

●健診（人間ドック、簡易成人病）、特定健診などを受診された方で、保健指
導が必要な方については、事業主を通じて該当者に連絡をさせていただき
ます。ご自分で目標を設定し、保健師などのフォローアップのもと、メタ
ボや生活習慣の改善を実行していただきます。
●オンライン面談

令和 7 年度　主な保健事業

人間ドック【（被保険者・被扶養者）35歳以上】2

1

保健指導、健康教室【（被保険者・被扶養者）自己負担なし】

簡易成人病健診【（被保険者・被扶養者）35歳以上】

婦人科検診補助【（被保険者・被扶養者）子宮がん：20歳以上　乳がん：年齢制限なし】3

4

運動不足やストレス解消、脳の活性化、生活習慣病予防やダイエット効
果も期待できます。
●スマホ(PepUp)で参加される方は、エントリーしてご参加ください。
70万歩達成者-1,300ポイント　50万歩以上70万歩未満者-300ポイント

●スコアカードで参加される方は、本誌の11P・裏表紙をご覧ください。
70万歩達成者-1,000円ギフトカード

●4月から6月と、10月から12月の、年2回実施いたします。

チャレンジ・ウォーキング

禁煙外来（通院+自力）コースとスマートフォンコースがあります。

禁煙サポート事業

●特定健診（年間）➡40歳以上の被扶養者、「受診券」が必要、自己負担「1,000円」
●健康教室➡メタボリック、乳がん、新入社員教室なども実施しています
●保健師からのおたより
●薬の斡旋（6月・11月）➡事業所を通じて案内します
●育児冊子の配付（1年）
●ジェネリック医薬品使用促進案内
●重症化予防受診勧奨案内
●腎受診勧奨案内

その他保健事業

●補助金は、上限「1,500円」（年間1回）
●予防接種代が、「1,500円」未満の場合、その代金
●子どもは、2回の合計と「1,500円」を比べて低い方を補助

インフルエンザ予防接種補助【（被保険者・被扶養者）】

申請書には領収書のコピーを添付してください。

8

7

6

5

出典：平成30年度鳥取県における少子化対策  等に関するアンケート調査結果より作成

45



柔道整復師やあん摩マッサージ師等のかかり方

健康保険を使うときは、
正しくかかりましょう！
接骨院・整骨院で柔道整復師による施術を受ける場合や、
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等（以下、あはき師）の
施術を受ける場合は、健康保険で使える範囲が決まっています。
柔道整復師やあはき師への
正しいかかり方を理解して、
適正に受診してください。

？

接骨院・整骨院（柔道整復師）にかかるとき

あん摩マッサージ・はり・きゅうにかかるとき

健康保険が
使えます

健康保険は
使えません

骨折、脱臼
（応急手当以外は、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です） 単なる（疲労性・慢性的な要因からくる）

肩こりや筋肉疲労
病気（神経痛・リウマチ・椎間板ヘルニアな
ど）による痛み
脳疾患の後遺症などの慢性病
症状の改善がみられない長期の施術
内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けましょう。

医療機関で同じ部位の治療を受けているとき
労災保険が適用される仕事中や通勤途上
でのケガ（雇用されている人）

骨折、脱臼の施術後に運動機能の回復を
目的に行った運動
負傷日から15日間を除き、2回目以降の施術の際に運動機能回復の
ための各種運動を20分程度行った場合です。いわゆるストレッチング
は対象になりません。

負傷原因がはっきりしている骨・筋肉・関節の
ケガや痛み

外傷性が明らかな捻挫、打撲、挫傷（肉離れ）
外傷性とは、「関節等の可動域を超えた捻れや外力によって身体の組
織が損傷を受けた状態を示すもので、いすれの負傷も、身体の組織の
損傷の状態が慢性に至っていないものであること」とされています。

ねん    ざ

健康保険が使えないため全額自己負担

あはき師の施術を受ける場合、一定の条件を満たしていれば健康保険
が使えます。健康保険であはき師の施術を受けるには、医師の同意書
が必ず必要になります。また、施術が長期にわたる場合には、6ヵ月ご
とに文書による医師の再同意が必要になります。医師の同意がなく自
分の判断だけで施術を受けた場合は、健康保険が使えません。

医療保険者より施術日や施術内容について照会させていただくことがあります。
領収証や明細書、施術記録などを保管し、ご回答いただきますようご協力をお願いします。

あん摩マッサージで
健康保険が使える症状

関節拘縮
こう  しゅく

●関節が自由に動かなかったり、筋肉が麻痺している
症状に対する施術で、医療上マッサージが必要と認
められた場合に限ります。

はり・きゅうで
健康保険が使える疾病

●医師による適当な治療手段がなく、はり・きゅうの施
術による効果が期待できるものが対象になります。

筋麻痺
きん     ま      ひ

けい  わん

頸腕症候群リウマチ神経痛

頸椎捻挫後遺症
けいついねんざ

腰痛症五十肩

施術内容についてお尋ねすることがあります

接骨院・整骨院で健康保険を使うときは…
痛みの原因を正確に伝える
正確に原因を伝えて、健康保険が使えるかを相談しましょう。原因がはっきりしないときは、先に医師の診察を受けてください。
また、交通事故などでの負傷の場合は加入している医療保険者（健保組合、協会けんぽ等）に連絡してください。

提出する書類は白紙で署名しない
健康保険を使う際は、保険請求に使う「療養費支給申請書」に署名を求められます。白紙で署名せず、記載内容を確認してから署
名してください。住所欄には郵便番号と電話番号の記入が必要です。

長期間かかる場合は医師の診察を
長期にわたって症状が改善しない場合は、医師の診察を受けましょう。内科的な病気が隠れていた場合、検査のできない接骨
院・整骨院では発見が遅れてしまう可能性があります。

領収証・明細書は必ずもらう
領収証・明細書は必ず受け取って保管し、後日、医療費通知と照合して内容に相違がないか確認しましょう。領収証は医療費控
除を受ける際に必要となります。明細書は、明細書発行機能つきの機器がある接骨院・整骨院では、無料での発行が義務付けら
れています。

同意書
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iPhone Android

Pep800

TEL : 06-6941 -4635
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公　告
令和7年度の介護保険料率が変わります！

・・

5.45％
4.95％
10.40％

変更なし
（据え置き）

0.80％
0.80％
1.60％

0.82％
0.82％
1.64％

令和7年3月分保険料から現　　行

健康保険料率
事 業 主
被 保 険 者
合 計

介護保険料率
（40歳以上65歳未満）

事 業 主
被 保 険 者
合 計

負担区分

●「任意継続被保険者の令和7年度標準報酬月額」が変わります！
任意継続被保険者に係る保険料や、保険給付金等の算定の基礎となる標準報酬月額の上限は、健康保険法
（令和6年9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額）に基づき、次のとおりとなります。

340,000円（令和7年4月保険料分から適用）
※退職時の標準報酬月額がこの額以下の場合は、その標準報酬月額が適用されます。

※賞与については、3月に支給された分から変更後の保険料率が適用されますので、ご注意ください。

令和7年3月分（4月30日納期分）から（任意継続被保険者の方は、令和7年4月分〔4月10日納期分〕から）
※なお、健康保険料率につきましては変更ありません。（昨年度同様10.40％）

「健康経営優良法人2025」に認定されました！
　令和7年3月10日、日本健康会議により「健康経営優良法人2025の認定が発表されました。
　当健康保険組合の加入事業所で、認定を受けた事業所は下記のとおりです。

（事業所記号順）

おめでとうございます！おめでとうございます！

中小規模法人部門

山陽製紙株式会社 昭和プロダクツ株式会社大阪紙器工業株式会社 ゴウダ株式会社

日本紙工株式会社 株式会社パックプラス株式会社昭和丸筒 大陽紙業株式会社

大規模法人部門

ザ・パック株式会社

中小規模法人部門 ネクストブライト1000

三協紙業株式会社

10



目標歩数 3か月で70万歩 実施期間 令和7年4月1日～令和7年6月30日

参加資格 令和7年4月1日時点での被保険者および20歳以上の被扶養者（期間中に資格喪失された場合は参加資格がなくなります）

 第42回

チャレンジ・ウォーキングは

　スマホからご参加ください。

らくらく☆スマホで参加

70万歩以上で1000ポイント  Get

2 アプリから、チャレンジ・
ウォーキングにエントリー
⚠エントリーを必ず行ってください！

3 日々の歩数を手入力 または
アプリとスマホの歩数計を
連携させて自動入力

4 期日とともに自動終了（7/15まで歩数入力可能）

1 PepUpアプリ版をダウンロード
Android iPhone

⚠アプリは日々起動してください。し
ばらく起動しなかった場合、歩数
が反映されない場合があります

第41回結果
PepUp達成者
　70万歩以上：471名
　50万歩から70万歩未満：83名
スコアカード達成者（70万歩以上）：125名
参加事業所数：69事業所

スコアカードで参加

1 参加申込書を記入し、
事業所に提出

2 日々の歩数を
スコアカードに記載

3 3か月間の歩数を集計

4 スコアカードを事業所に提出
（7/15必着）

70万歩以上で商品券プレゼント

チャレンジ・
ウォーキング
参加申込書
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○本人
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42第 回

3ヵ月後体重増減

歩

総歩数

4 月 5 月 6 月

ひと言

令和7年

歩

※ご記入いただいた個人情報は、本事業以外に使用することはありません。
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